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感染が大きく拡大す
る局面においても
検査能力のフル稼働
により対応

ＰＣＲ等の検査体制の更なる強化について

○ ＰＣＲ検査は、感染者を早期に発見し感染拡大を防ぐとともに、重症者や死亡者の発生を最小限に抑えることを目
的として実施。そうした中、これまで我が国では、欧米に見られた感染爆発（オーバーシュート）を回避するとともに、
死亡者の発生も諸外国に比べ低い水準で推移。

○ 現在、ＰＣＲの検査能力は約22,000件／日に向上。加えて、世界に先駆けて抗原検査（約26,000件／日）を導入。
今後、ＰＣＲ検査と抗原検査の最適な組合せによる迅速かつ効率的な検査体制の構築をめざす。

○ この検査能力を最大限に活かすため、相談、受診、検体採取、検査という一連のプロセスの各段階に目詰まりがないよ
う点検し、特に検体採取（鼻咽頭のぬぐい）については積極的に新しい技術を活用するなどにより対策を強化。

○ さらに、今後、感染が大きく拡大する局面においても確実に検査を行えるよう、検査能力の更なる拡充を図り、国民の安心
を確保。

【検査能力の向上】

・民間検査機関等の活用

・新たな技術の導入（全自動ＰＣＲ検査機器など）によ
る効率化

・試薬の買取保証や病院等の検査機器購入の支援

【現在の検査能力】

☆ＰＣＲ検査の検査能力
：約22,000件／日（現在）

☆抗原検査の供給能力
：約26,000件／日（６月以降）

※現時点では、抗原検査がＰＣＲ検
査を直ちに代替するものではない
ため、検査能力は単純に合計でき
ない点に留意

⇒両者の最適な組合せによる
迅速かつ効率的な検査体制
を構築
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・医師が必要と判断し
た場合に速やかに
検査を実施

・患者や医療従事者
を守る院内クラス
ター対策も強化

【検体採取に関する対策の強化】

・ドライブスルー方式の導入や検体採取に特化した地
域外来・検査センターの設置

・唾液を用いたＰＣＲ検査など、より効率的で安全な
方法の実用化

・多職種を含む人材の活用

☆ 抗体検査については、集
団全体の感染状況を確認
するためのものとして活用

※ このほか、国内で感染が収束した場合でも海外の流行国
から再びウイルスが持ち込まれることをできる限り防ぐよう、
引き続き検疫を確実に実施
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○感染拡大を防ぎ、医療崩壊の回避、社会・経済機能への影響を最小限に抑える
⇒陽性患者を早期に把握するとともに、濃厚接触者等の検査を行い、クラス

ターの連鎖を防止

○重症者や死亡者の発生を最小限に抑える

⇒医師が必要と判断した者に確実に検査を行い、治療に結びつける

ＰＣＲ検査の役割

〔ＰＣＲ検査能力の強化〕 ※1日あたり能力

能力 4,030 6,160 12,113 18,588 約22,000
(実績) (1016) (2021) (7894) (6728)

2月下旬 3月10日 4月8日 5月11日 5月15日（見込み）

※民間検査機関において
大型の自動検査機器の
導入等

※

《課題解決に向け、以下のような取組みを実施》

各段階に応じた課題への対応

《主な課題》

〔各国、地域における死亡者数の比較〕

〔東京都における陽性率の推移（東京都ＨＰ）〕

（参考１）ＰＣＲ検査について

《対応の方向》

最近は陽性
率が約5％
に低下
↓
必要な人が
検査を受け
られるように
なってきたこ
とを示唆

相談

検査

受診
・

検体
採取

保健所の業務過多

陽性者の入院先等の不足

採取機関
人材 の不足
感染防護具

検査機関のキャパシティ不足

保健所の機能強化

患者が療養する病床等の拡大

地域外来・検査センターの拡充
幅広い人材の活用
感染防護具の確保

地方衛生研究所、民間検査機関
等の強化、試薬の確保

保健所の全庁的な体制強化、大幅な業務軽減、業務の外部委託

患者が療養する病床やホテルの受入れ枠の拡大

ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾙｰ方式導入、検体採取特化の地域外来・検査ｾﾝﾀｰ設置
歯科医師等の活用
感染防護具の国からの配布

地方衛生研究所の検査体制の強化、民間検査機関等の活用、病
院等における検査機器の購入支援、試薬の国による買取保証

入院等 3



PCR検査 抗原検査 抗体検査（参考）
検査内容 ウイルスの遺伝子を

増幅させてその量を測定

検体採取 ※鼻咽頭ぬぐい液
↓

（搬送）
↓

前処理 ※専門技師が必要
↓
検査 ※機器、試薬が必要
↓
判定

ウイルスのタンパク質（抗原）
に反応する抗体を用いて測定

検体採取 ※鼻咽頭ぬぐい液
↓
判定 ※その場で結果判明

（検査キットで簡便に）

ウイルス感染後に生体内で産
生される抗体を測定

検体採取 ※採血
↓
判定 ※その場で結果判明

（検査キットで簡便に）

検査時間 ４～６時間
（時短PCR:１~２時間)
※このほか搬送等に時間が必要

３０分 15分

感度 少量のウイルス量で検出
が可能
※７割程度の検出率といわれている

ＰＣＲ検査と比べ一定以上のウ
イルス量が必要
※ＰＣＲ検査の９割程度の感度

性能評価中

※国内で承認された品目はない

用途 ・確定診断
・治療経過のフォロー
・陰性診断

・早期診断
・スクリーニング検査

［想定される使用法］
・帰国者接触者外来や検査センター等に
おける有症状者への検査
⇒当面はＰＣＲ検査と併用して使用

・判定に急を要する救急搬送患者や感染
疑いのある医療従事者への検査
⇒一定の症状がある者を対象

・早急な対応が必要な院内・施設内感染
発生事例におけるクラスター防止のた
めの検査

・集団全体の感染状況の確認
・公衆衛生研究

※WHOは、臨床診断に用いることは
推奨していない（研究と疫学調査目
的で使用することを推奨）

※抗体は感染から遅れて産生されるた
め、感染初期には陰性となってしま
う可能性あり。

（参考２）ＰＣＲ検査と抗原検査

4


	ＰＣＲ等の検査体制の更なる強化について
	ＰＣＲ等の検査体制の更なる強化について
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	（参考２）ＰＣＲ検査と抗原検査

